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原油価格や物価の高騰により落ち込んだ消費者の購買意欲を高め、市内事業者の売上向上

を図るため、市内でのキャッシュレス決済に対し、ポイントを還元するとともに、購入額に

プレミアム分を上乗せした商品券を発行する。 

また併せて、家庭におけるエネルギー消費量及び費用負担の軽減、温室効果ガス排出量の

削減の実現を目指し、市内家電販売店等で一定の省エネ基準を満たした家電を購入した場合

に購入金額の一部を商品券により還元する。 

■内容・スケジュール 

キャッシュレス決済推進事業 

【対象キャッシュレス決済】３社（d払い、auPAY、楽天ペイ） 

【対象店舗】 

○中小企業が運営する物品、飲食、サービス等を提供する市内の店舗 

○スーパーマーケット、家電量販店、家電販売店、工務店（大企業等でも対象） 

【主な対象外店舗】大企業又は大規模小売店舗立地法に基づき届出をしている店舗 

         ※コンビニエンスストアやドラッグストア、大型チェーン店等 

●キャッシュレス決済ポイント還元キャンペーン 

 市内でのキャッシュレス決済に対し、一定のポイントを還元する 

【還元総額】総額１億 5,000万円相当 ※想定：３万人×5,000円 

【還元額】決済１回 1,000円相当/期間中最大 5,000円相当を上限とする 

【経済規模】約５億円 

【還元率】30％ 

【キャンペーン期間】令和７年９月１日（月）～１０月３１日（金）※予算額に達し次第終了 

●省エネ家電購入促進キャンペーン 

基準を満たした省エネ家電をキャッシュレス決済で購入した市民に対して、那須塩原市共

通商品券を送付する。 

【還元総額】5,000,000円 

【還元額】１人当たり 20,000円 

【対象購入期間】令和７年９月１日（月）～１０月３１日（金） 

        ※予算額に達し次第終了 

【申込期間】令和７年９月１日（月）～１２月２６日（金）※先着順、予算額に達し次第終了 

【対象製品】エアコン、冷蔵庫、テレビ、照明器具  

【対象基準】多段階評価点２以上かつ省エネ基準達成率 100％以上、本体合計価格 60,000 円

以上（税抜き） 

 

 

那須塩原市物価高騰対策キャッシュレス決済推進及び 

プレミアム付商品券発行事業 

～トクトクなすしおばらパレードキャンペーンの実施について～ 
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プレミアム付商品券発行事業 

13,000円分（1,000円券１０枚、500円券６枚）の商品券を 10,000円で 30,000冊販売する

（総額３億 9,000万円分）。上限は 1人につき２冊まで購入可能とする。 

【販売方法】購入希望者はオンライン又は市販のはがきに必要事項を記載し応募。応募数が

予算額を上回った場合は抽選を実施。 

【販売対象】那須塩原市民 

【応募期間】令和７年８月１１日（月）～８月２９日（金） 

【引換期間】令和７年９月２９日（月）～１０月１７日（金） 

【引換場所】市内郵便局（簡易郵便局を除く）窓口１５か所 

【利用期間】令和７年１０月１８日（土）～令和８年２月２８日(土) 

【利用店舗】事務局及び商工会が募集し、参加申込をした店舗 

      ※ただし、プレミアム分の 500 円券６枚については、面積 1,000 ㎡以下の店舗

でのみ利用可能とする。 

 

■キャンペーンの周知 

 ●キャンペーンの周知は、公共施設でのポスター掲示、市広報、特設ホームページ、みる 

メール、SNSなどにより行う。 

 ●特設ホームページ開設 令和７年８月１日（金） 

 

■その他 

事業の財源として、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用する。 

 

■取材ポイント 

那須塩原市として、今回初めて３つの事業を一体的キャンペーンとして実施する。 

※過去に「キャッシュレス決済ポイント還元事業」、「省エネ家電購入促進事業」、「プレ

ミアム付商品券発行事業」をそれぞれ単独で実施したことはあるが、一体的キャンペーン

として実施するのは今回が初めてとなる。 

 

 

問い合わせ先 

産業観光部 商工振興課            環境戦略部 カーボンニュートラル課 

課長 江面 史彦  電話 0287-62-7153    課長 福田 真二  電話 0287-73-5651 
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